


対象地域は賀茂地区1市5町
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対象地域は賀茂地区1市5町
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2015年⇒2045年
自治体の財源は４割減が予測されている



静岡県内の市民後見人養成及び法人後見の取組状況
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浜松市
令和元年度から行政が養成実施

●養成人数4人

■浜松市社協は法人後見受任中

磐周湖西地区（袋井市、磐田市、湖西市、森町）

平成30年度から養成実施

●養成人数35人

■磐田市、袋井市は法人後見受任中

（湖西は整備済、森は整備中）

小笠地区（御前崎市、菊川市、掛川市）

・掛川のみ平成26年度から養成実施（NPOに委託し養成講座のみ実施）

・平成30年度から広域で養成

●養成人数（掛川市）28人（計40人）

■御前崎市、菊川市で法人後見受任中（掛川市は整備済）

志太地区（焼津市、藤枝市、島田市、川根本町）
平成28年度から養成実施

※平成30年度から川根本町参画

●養成人数39人

■3市は法人後見受任中（川根本町は受任体制整備済）

静岡市

平成30年度から養成実施

●養成人数13人

■法人後見受任中

■市民後見人1人活動中

富士宮市
平成30年度から養成実施

●養成人数19人

■法人後見受任中

★R2.7 市民後見人４人活動中

富士市
平成25年度から養成実施

●養成人数53人

■法人後見受任中

★平成29年８月県内初の 市民後

見人選任。市民後見人7人活動中

駿東地区（御殿場市、小山町）
令和元年度から養成講座実施

●養成人数67人

■両市町とも法人後見受任中

田方伊豆地区（伊豆市、伊豆の国市、 三島市、函南町）
平成30年度から養成実施

●養成人数77人

■３市１町社協全てで法人後見受任中

■三島市にて市民後見人1人活動中

熱海市
平成27年度から養成実施

●養成人数22人

■法人後見受任中

駿東沼地区（沼津市、裾野市、清水町、長泉町）

・沼津のみ平成28年度から養成実施

・令和元年度から広域で養成

●養成人数 60人

■沼津市、長泉町で法人後見受任中（裾野市、清水町は整備済）

★沼津市にて市民後見人６人活動中

伊東市
養成講座令和3年度実施

■法人後見受任中 賀茂地区
平成28年度から養成実施

●養成人数62人

■1市５町全て法人後見受任中

牧之原市、吉田町

・牧之原市は法人後見受任中

（吉田町は準備中）

・令和２年度から広域で市民後

見人養成講座開始

●養成人数 9人

（令和４年3月末時点）

市民後見人養成者数500人

市民後見人選任件数19件



5

今のところの動き
（社協以外の）法人後見実施法人ヒアリング

第2回企画運営会議8/26

⇒1法人が「公益的な取組み」として実施の意向
表明

⇒担当者が孤立しない仕組みづくりの必要性

⇒寄附等の活用による資金調達の可能性に肯
定的な意見

第3回企画運営会議に向けた打合せ12/5



賀茂地域での（社協以外の）法人後見の取組みイメージ（案）
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〇社会福祉法人における地域における公益的な取組みとして実施する
⇒賀茂地域の福祉課題への社会福祉法人の取組みとして、社会福祉法第24条第2項の地域貢献活
動の一環として実施。

〇職員研修は市民後見人養成講座と連携して実施する
⇒賀茂地域での市民後見人養成講座の必要な部分のみを受講できる体制とする
１市５町行政との協議へ

〇法人後見の受任の適正性検討は1市５町で設置している、受任調整の会議にて検討する
⇒現状は１市5町社協と市民後見人の受任調整の会議の場であるが、（社協以外の）法人後見の受
任調整の機能も持たせていく。
１市５町行政との協議へ

〇市民後見人養成講座修了者を法人後見支援員として活動してもらう
⇒1市5町での講座修了者は65名（R4/9月末）。市民後見人は今年度内に数名選任見込。活動出
来るすそ野を広げていく。
１市５町行政との協議へ

〇専門職を交えた地域のネットワークで法人後見のサポートをしていく
⇒法人後見担当者が気軽に相談できるネットワークを作って行く。（ほぼ出来ているが。。）
類似の相談が参照できるようなシステムを検討



賀茂地域での（社協以外の）法人後見の取組みイメージ（案）
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＜賀茂地域権利擁護支援のためのファンドレイジング（寄附募集）の検討＞
次回会議の検討事項

〇県社協内に基金を設置

〇無報酬案件等への報酬、専門職が市民後見人を後見監督する場合の報酬とするか
⇒今後の検討事項

『利用支援事業の拡充』などを促していく必要があるが、行政の財源が今後急減する地域

官民協働の取組みに出来ないか

〇配分委員会の設置

配分等の検討は下田市社協内（中核機関）に設置されている、専門職を交えた受任調
整会議の機能を拡充して検討する。（ルールの素案は県社協にて作成）



対応として
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令和４年度国モデル事業を実施し、

賀茂地域の社会福祉法人等を新た

な法人後見の担い手として育成する。

家庭裁判所が推奨する成年後見人のリレー

弁護士等
専門職

社協等法人後見 市民後見人

家庭裁判所及び専門職団体等を含めて受任

調整を行うことで、成年後見人のリレーのしくみ

を整備し、利用者の増加が見込まれる成年後

見制度の担い手の確保と利用促進を図る。

支援員：市民後見人等 法人後見の支援員→市民後見人

課題
解決等

困難課題
解決等

賀茂地区では弁護士等から社協法人後見へのリレーが既に行われている。

※所属していた法人が監督する。



事業実施計画
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区分 令和４年度 令和５年度 令和6年度

（１）養成

事前調査 • ニーズの把握（受託可能な法人の調査等）

企画・調整
• 関係機関との検討会（活動支援、連携、受

任・交替のあり方）

養成研修
• 周知・PR

• 研修プログラム作成

• 研修実施（全般）

登録
• 修了者登録

• データ管理

（２）活動

受任調整
• 受任調整準備→家庭裁判所や専門職団体

と選任の際の考慮要素・受任や交代イメージ

を共有

• 受任調整

活動支援

• マニュアル等の整備

• 専門相談の実施

• 後見活動の支援

• 連絡体制の整備

（３）運営 事業運営
• 検討会議運営

• 他地域への事業展開

• 事業の評価、検討

備考 モデル地域（賀茂地域）で事業を実施する。賀茂地域では２団体以上の養成を目指す。
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